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フランスから輸入される牛肉等の取扱いについて

標記については、「フランスから輸入される牛肉等の取扱いについて」（平成２５年

２月１日付け食安監発０２０１第５号）により取り扱っているところですが、同通知中、

記の１の対象となる対日輸出施設のリストについて、フランス農業・農産加工業・林業

省より別添のとおり提出がありました。

なお、フランス農業・農産加工業・林業省から認定された対日輸出施設については、

下記のウェブサイトに掲載されますので、御承知おきください。

（注）

https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/docs/listEtab/Japon_VB__2.pdf
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